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（１）排煙脱硫装置（ＳＯｘ対策機器）の普及状況

• 各事業者における硫黄酸化物（ＳＯｘ）排出基準の達成に
資する対策機器（排煙脱硫装置）の導入が進んでいる。 （次

図参照）

• 排煙脱硫装置の導入状況は、平成１４年度末現在で、設置
基数２，０７７基、総処理能力２億９百万m3N/h、昭和４８年
（５４３基、２８．８百万m3N/h）比では、設置基数で約４倍、処
理能力で約７倍となっている。



【出典：環境省・平成１６年度大気環境に係る固定発生源状況調査】



（２）排煙脱硝装置（ＮＯｘ対策機器）の普及状況

• 各事業者における窒素酸化物（ＮＯｘ）排出基準の達成に資
する対策機器（排煙脱硝装置）の導入が進んでいる。 （次図

参照）

• 排煙脱硫装置の導入状況は、平成１４年度末現在で、設置
基数１，７６５基、総処理能力３億８千万m3N/h、昭和４８年
（１０基、４０万m3N/h）比では、設置基数で約１７７倍、処理
能力で約９５０倍となっている。



【出典：環境省・平成１６年度大気環境に係る固定発生源状況調査】



（３）大気中の窒素酸化物（ＮＯｘ）に係る
環境基準の達成状況

• 二酸化窒素及び一酸化窒素濃度の年平均値は、工
場立地法制定当時に比し大きく改善しており、近年
の一般環境大気測定局における環境基準達成率
は、ほぼ１００％となっている。

昭和４８年 平成１７年

二酸化窒素濃度 0.028ppm → 0.015ppm
一酸化窒素濃度 0.021ppm → 0.007ppm



①大気中の二酸化窒素及び一酸化窒素濃度の年平均値の推移

【出典：環境省ホームページ】



②大気中の二酸化窒素及び一酸化窒素の環境基準達成率の推移

【出典：環境省ホームページ】



（４）大気中の硫黄酸化物（ＳＯｘ）に係る
環境基準の達成状況

• 二酸化硫黄濃度の年平均値は、工場立地法制定
当時に比し大きく改善しており、近年の環境基準達
成率は、ほぼ１００％となっている。

昭和４８年 平成１７年

二酸化硫黄濃度 0.020ppm → 0.004ppm



①大気中の二酸化硫黄濃度の年平均値の推移

【出典：環境省ホームページ】



②大気中の二酸化硫黄の環境基準達成率の推移

【出典：環境省ホームページ】



（５）緑視率の定義
（国土交通省「「都市の緑量と心理的効果の相関関係の社会実験調査」の場合）

• 緑視率： 日常生活の実感
として捉えられる緑の量と
して、特定方法で撮影した
写真の中に占める緑の割
合。

• 本調査では、デジタルカメ
ラ（35mm フィルム換算で
焦点距離36mm）による撮
影写真を合成し撮影範囲
を360°とした写真に占め
る樹木・草及び自然的な
水の面積の割合を算出し
た。

• なお、カメラ設置高さは、
標準的な人の視線の高さ
にほぼ等しい1.5m の高さ
とした。

【出典：国土交通省ホームページ】



（６）生け垣植栽

• 接道部に、生け垣（高さ１．５ｍ以上）を行った場合は、高さ×延長
の面積を緑化面積として計上できる。【川崎市緑化指針】



（７）大景木植栽

• 大景木（施設や地域のシンボルツリー・ランドマークツリー等として、高さ
６．０ｍ以上、目通周０．４ｍ以上、葉張２．５ｍ以上の高木）を植栽した
場合には、高さを直径とした円の面積を緑化面積として計上できる。

【川崎市緑化指針】

（注）目通周： 地上高約１.２ｍの幹の太さ。
葉張： 樹冠の幅。枝張り


